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自治基本条例とは何か？ 

  
１ 自治基本条例の定義 
  自治体の憲法？ 
 
２．なぜ今自治基本条例なのか 
（１）自治体はどうなっていくのか 
・地方分権 
 
・人口減少 
 

（２）自治体はどう生き残るのか 
  ・いくつかの方法 

 
・協働で自治をつくる 

 
３．自治基本条例はいらない？ 
＊必要性をめぐる諸論点 
①地方自治法があるのだから 
②基本構想があるではないか 
③市民憲章があるではないか 
④簡単な条文でいいのではないか 
⑤条例でなくてもいいのでは＝法規範であることの意味 
 

４．自治基本条例の内容 
                                                  

              政府                 

                                   

                    従来の公共領域        

                     （政府 Ａ）       定義 

  私的利益                     公的利益   →税金・資金の流れ             

          私的領域     新たな公共領域          

          （企業 Ｂ）    （ＮＰＯ Ｃ） 

               

 民間        
 
 
５．自治基本条例のつくり方 

   ３つの原則 

１０のポイント 

■新しい公共の適用領域 
①公共領域・担い手の広がり 
・自治体の領域の減少 
・公共領域の広がり 
②公共セクター間関係 
 ・協働の意味 
 ・一緒にやらない協働 
③公共ルールの再構築＝内容 
・旧い公共の市民化 
・新しい公共の公共化 

 


